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平野：続いて、次のプログラムである教員の研究

発表に移ります。

　それでは藤井先生、よろしくお願いします。

藤井：ご紹介いただきました藤井です。どうぞよ

ろしくお願いします。日本社会事業大学で専任教

員になり今年が３年目です。その前に１年客員教

授としてゼミを持たせていただいていました。私

が籍を置いている専門職大学院、特に、私のいる

ビジネスマネジメントコースは、ほとんど茗荷谷

での授業・ゼミになっていることもあり、清瀬に

来ない日も多いため、私を初めて見た学生・院生

の方もいるのではないかと思います。

　本日は、「介護人材の確保と専門性」というこ

とで話をいたします。

　私は、以前民間企業（シンクタンク）に12年余

り勤務しておりまして、そこでの業務の半分くら

いは、政策を作るための基礎調査であり、残りの

半分は、地方公共団体の仕事や、民間の企業の商

品開発や企業を立ち上げるといった仕事をしてお

りました。こうした経歴上、私の専門の福祉経営

の中でも、主として、戦略、財務について、自分

の専門としておりました。

　そういう私が介護人材の問題に取り組むきっか

けは2004年のことです。ちょうど会社を辞めて、

自分一人で仕事をしてみようというときに、最初

に声をかけてくれたのが、全社協（全国社会福祉

協議会）の介護の人材に関するプロジェクトだっ

たのです。その頃は、まだ介護人材が不足してい

るという認識がなかった中で、介護の専門性を高

めることと、介護従事者の処遇をよくすることと、

それから、サービスの質を高めること、これらを

三位一体でやるべきではないかという問題意識

で考えらえていました。このプロジェクトは、ま

た、当時の厚生労働省老健局振興課の肝いりのプ

ロジェクトでもあったようです。

　このプロジェクト中では、まず、介護福祉士を

取得して以降のキャリアパスとして、ファースト

ステップ研修、セカンドステップ研修、介護統括

責任者という研修体系を提案しました（ファース

トステップ研修については、介護福祉士会を中心

に徐々に広がりをみせています）。それから、事

実上介護の入り口資格となっている訪問介護員２

級の130時間研修が、いかにも不十分だというこ

とで、介護職員基礎研修500時間を提案するなど
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しました（これはご存じのとおり、のちに制度化

しました）。

　このプロジェクトで、私は、事務方を手伝うこ

とを仕事として与えられたわけですが、当時は、

介護人材の専門性についてほとんど理解していな

かったのが正直なところです。全社協の主担当

は、現在の厚労省社会福祉専門官の諏訪（徹）さ

んでした。当初、諏訪さんと私とが着目したのは、

「組織性」でした。介護職員が、組織の中でどの

ように機能できるか、あるいは、ヒューマンスキ

ル、コンセプチュアルスキルをどう強化するのか

といった考え方でした。

　しかし、この検討委員会の委員である上智大学

の栃本（一三郎）先生に、「介護の専門性」を理

解し、それをきちんと踏まえる必要がある、と適

切な助言をいただき、検討の方向性を変えました。

具体的には、まず、先進的な介護をしている事業

所10か所にヒアリングをさせていただきました。

通常、ヒアリングというと、１カ所で１～２時間

聞いて終わりですが、このプロジェクトでは、各

事業所にこれはと思う介護職員の方を５人選んで

もらい、各２時間ずつ、延べ50人100時間にわたっ

て、個々の介護職員のキャリアや専門職として意

識、働き方などをお聞きいたしました。

　ここで、私は、介護職員の専門性ということに、

遅まきながら認識を新たにしたというわけです。

　サービス経営において、プロセスをグリップす

るか、タレント（人材）をグリップするかが問わ

れます。私は、このプロジェクトを通じて、福祉

経営において、タレントをグリップする意味と重

要性に気がつかされました。

　図表１は現在議論している「今後の介護人材養

成の在り方に関する検討会」の資料として国が示

している図です。図左側にあるように、国家資格

である介護福祉士以外に、ヘルパー２級、それか

ら先ほど言いまし基礎研修の２つの制度がありま

す。まず、この３つ資格・研修で教えていること

に一貫性があるかとか、この３つの何が違うのか

ということが、はっきりいえば混乱している状況

です。

　「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」

は、山井厚生労働大臣政務官の肝いりで設置され

た委員会です。この委員会で、図表１の左側にし

めされた現状を、右側に示すような再構築が必要

だということが明確にされているわけです。これ

までは、将来ヘルパー資格を廃止し、基礎研修あ

るいは介護福祉士に一本化するという方向性を国

は示していたわけですが、この方針が変更された

といってもよいでしょう。その背景には、2006

～ 2007年あたりの景気の回復期に、介護人材確

保が困難になり、いきなり500時間の研修という

のが現実的でなくなったことあると思います。

　したがって、１つは入り口資格としてヘルパー

２級は再編成して、介護福祉士までのキャリアを

再構築するということが重要になっています。ヘ

ルパー２級の再編成については、昨年度から長寿

社会開発センターで議論・検討されています。そ

この下作業を依頼されて、大学院生で、介護福祉

士をお持ちで、現場経験も５年ある白石（旬子）

さんや田口（潤）さんに手伝ってもらいながらす

すめているところです。

　「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」

で一番の議論になっているのが、この実務経験で

介護福祉士を取得するルートの在り方です。ご存

じのように、平成19年に法改正が行われ、国家資

格を強化するという大きな方向性で、養成校ルー

トの国家試験義務化とともに、実務経験ルートの

600時間課程義務化がなされています。この時間

数が本当に妥当なのだろうか、ということが改め
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て議論されているわけです。私の基本的な立場は、

改めて議論するのであれば、この制度が議論され

た根拠にさかのぼって議論すべきだと思っていま

す。

　人手不足だから、介護福祉士のハードルが低い

現状を維持しようというのは、あまり意味のない

ことだと思います。むしろ、介護保険制度で議論

されている地域包括ケアのあり方の中でも、介護

福祉士が基礎的な医療、リハビリ、認知症のケア

をできるようにするということが言われています

から、サービスの質の中核を介護福祉士が担って

いくという方向性の中で、実質的な業務独占とい

う方向性で、資格の高度化を目指そうとしている

ことを重視すべきです。資格を強化することによ

り、介護福祉士の魅力も高まる、処遇も高まると

いう中では、介護福祉士はこれまで以上に体系的

で充実した教育が求められる。そうすると、600

時間くらいのハードルはむしろ当然で必要という

見方もあります。

　現状では、介護福祉士のほうが、質が高いサー

ビスを提供できるとか、意識が高いとかというこ

と余り実証されていません。むしろ否定するデー

タがいくつかあります。こういう現状を変えない

ことには、介護人材の処遇改善のブレークスルー

は期待できないでしょう。この考え方は、私をは

じめ多くの委員の意見ではないかと思います。

　ただ、一方で、サービスの質を高め、介護福祉

士の処遇を高めるために、教育を強化し資格を強

化するという流れは、現場で働いている方々にう

まく伝わっていないことも確かでしょう。また、

サービスの質を高めるような、体系的な教育がな

んなのか、それを裏付ける学問体系が確立されて

いるのかと、考えると、疑問符は湧いてきます。

　（著者注：「在り方委員会」では、介護福祉士の

養成コースの国家試験義務化と実務経験ルートの

600時間研修は、先送りするという結論を出しま

した）。

　さて、介護福祉士から上のキャリアパスについ

ては、皆さんご存じのように、法改正の際の国会

の付帯事項である「専門介護福祉士」があり、ま

た、先ほど申し上げた、ファーストステップ、セ

カンドステップ、介護統括責任者という研修体系

があります。専門介護福祉士は、専門技術、専門

分野・領域という部分を焦点化していくキャリア

なのだろうと思いますが、ファーストステップ以

降のキャリアは、リーダーシップ、マネジメント

能力を高めていくというキャリアです。

　看護師についても、認定看護師、専門看護師、

認定看護管理者の三つの方向性を日本看護協会で

作っています。ファーストステップ研修はすでに

動いていて、全社協と介護福祉士会が協力して、

既に一昨年度の時点で、ファーストステップが千

名を超える人数が養成されており、認定看護管理

者に近いイメージでしょう。一方、専門介護福祉

士は何も固まっていませんが、まず、認定看護師

や専門看護師のような領域・技術に特化したよう

なスペシフィックなものにしていくのか、それと

もジェネリックなものになるのかという議論があ

ると思います。

　今、社大全体でも、介護福祉士養成や介護職員

の専門性の強化にどのように関わるべきかという

議論がなされています。

　介護福祉士の専門職としてのキャリアパスのあ

り方が、まだ固まっていない、何よりも、キャリ

アモデルをこれから作っていく必要がある、とい

うのが現状です。特に後者の点で、社大、および

社大の卒業生で介護職員として従事しておられる

方々の役割は大きいと思っています。

　さて、次に、介護人材の確保難について話をし

ます。

　介護人材確保に関しては、一番言われているの

は、「給料が安いのではないか」、あるいは、「給

与の面の将来性がないのではないか」という心配

です。ただ、介護人材確保難の課題はこれだけで

はなくて、図表２の左側にあるように、景気回復

や少子化の中で、労働力が足りなくなっていると

か、職場のイメージが急速に悪くなってきている

とか、職場の人間関係の問題と、様々です。

　高齢者医療制度や障害者自立支援法と比較する

と、介護保険制度は10年間色々ありながら、多く
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の人に受け入れられ定着してきていると言ってよ

いでしょう。成功要因は、いくつかありますが、

国のイメージ戦略が非常に上手だったことが重要

な要因の１つです。後期高齢者医療制度がなかな

かうまくいかなかったときに、厚労省の元幹部か

ら「介護保険ではあれだけ周到に努力・準備して、

マスコミ戦略も含め、理解してもらった。その努

力を何でやんなかったんだろう」という話を聞き、

なるほどと思ったことがあります。

　大学の教員の中には、「介護保険制度は私が作っ

た」と言う人が千人ぐらいいる、という笑い話が

あります。もちろん、本当に本質的な議論に加

わった方もいますが、そうでない方々までもがそ

うおっしゃっている。これは、自分が作ったかの

ようなつもりで介護保険制度にかかわってくれる

方が多かった、国がその気にさせることに成功し

た、ということでしょう。

　こうした介護保険のイメージが、最近急速に変

わってきています。「メディアのネガティブキャ

ンペーン」と書いてあります。メディアに対する

悪意のある書き方になっていますが、経営する側

からすると、一部の「職員使い捨て」職場ばかり

取り上げられて、介護業界全般の問題にすり替え

られて報道されたという恨みがあります。

　それから、図表２にある「人間関係、情緒面の

課題」ですが、これは、言及される割には、何も

手をつけられていません。「人間関係」とだけい

うと、どの社会にもあることです。介護の仕事・

職場に特殊なものがあるのか、ないのか、人的資

源管理という観点から何に手をつければ良いの

か、経営との関係すなわち戦略的人的資源管理の

視点はどうなのか、こうしたことは、私の立場か

ら言うと、一番重要なテーマの一つと考えていま

す。

　これに関連して、ほとんど言及されていないこ

ととして図表２の仮説として、「サービスの急拡

大」とあります。介護サービスは、この10年間で

２倍ぐらいの勢いで増やしてきましたが、量を増

やすだけではなく、当然、それに対して職員の数

も増やしてきているわけです。そうすると、新し

い職員を教育する、あるいは組織を作るというこ

とが必要になるのですが、これはなかなか難しい

と思います。後ほど詳しく述べますが、こうした

ことで、人間関係・情緒面の問題が職場の中に起

きているのではないかと考えています。

　図表２の「課題」は、下に行けば行くほどマク

ロで、上に行けば行くほどミクロになっています。

次に、マクロの順に、「労働力人口不足」「給与・

賃金」「人間関係・情緒面の課題」について詳し

くお話したいと思います。

　まずは、マクロ的な労働力不足について、将来

推計を見てみましょう。現時点では、図表３に示

した社会保障国民会議で推計したデータが、一番

信用できるデータです。2025年について将来推計

していますが、これは、日本の後期高齢者数の急

増が終わり、ほぼプラトーに達し、サービス増、

介護職員増を乗り越えた時点です。推計値に幅が

ありますが、これは主として、慢性期医療の今後

のあり方にいくつかの前提が置いているところに

起因しています。

　幅はありますが、この推計から、2005 ～ 2025

で、介護職員を倍にする必要があるということが

分かります。20年で２倍ということですから、毎

年約3.5％ずつということになります。100人の事

業所で、年間３～４人職員を増やす感じですが、

一方で辞める人が現状では20人近くいますので、

平均的に４分の１が新しくなるということになり

ます。

　一方、これを労働力人口に対する比率からみる
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と、現在の1.7％から2025年には3.4 ～ 4.4％にな

る将来推計になる必要があります。やはり倍以上

の比率になります。この変化はとても大きいとは

思うのですが、介護職員を「労働力人口の５％未

満」にするという水準を高いとみるか、案外高く

ないとみるかで、考え方が変わってきます。私は、

この水準は、介護の仕事の魅力を高め、一生やっ

ていくにふさわしい仕事と働いている人が感じ、

実際にそうなっていくとすると、決して無理とい

う水準ではないのではないか、と考えています。

「外国人労働を入れるべき」という意見がありま

すが、現状で外国人労働に頼ると言うことは、「日

本人がやらないから」という理由であり、介護を

「移民の方しかやらない仕事」にしてしまうこと

になりかねないと思います。介護の仕事の魅力を

高めることで、少なくとも数的に国内の働き手で

間に合わせることができるのであれば、まずはそ

の仕組みを作り上げることが必要だと思います。

外国人労働を入れるのであれば、そうした仕組み

がある中で、より専門性が高い方が入ってくるの

であれば、大歓迎です。

　最近では経済対策が出るたびに、「介護・医療

の分野は、今後、非常に魅力的な成長分野である」

といわれます。しかし、「魅力的な成長分野だ」

という割には、お金をかけないのが日本の悪いと

ころです。悪いのは政府だけではなく、国民の側

にもあると考えています。現在の国民負担の状況

では、福祉・医療にお金をかけられないのはある

意味当然で、政治が悪いわけではないからです。

菅（直人）総理は、「強い経済、強い財政、強い

社会保障」と言っておられます。全く賛成です（本

来、順番は逆ではないか、つまり、「強い社会保障、

強い経済、強い財政」と順と考えていますが）。

　仮に、今まで以上に効率的、効果的にお金をしっ

かりかけて、働いている人たち、あるいは経営側、

養成側がみんな一つになって、介護という仕事を

魅力的なものにしていこうということが完成され

れば、労働力人口の５％弱という数字は達成困難

ではないように思います。

　ところで、25年前くらいまで、「看護婦」の仕

事は「きつい、汚い、危険で３Ｋ労働」など、恐

らく、今の介護と同じようなことが言われていま

した。

　そうした中、約25年前、看護協会や養成側は、「こ

れからは看護婦の社会的地位を高めていく。その

ために、准看の養成をやめ、大学で看護を養成す

る。」と宣言されました。私は当時大学院生でし

たが、正直言っている事にぴんときませんでした。

　当時は准看（護婦）と正看（護婦）の養成比率

が「５対５」でした。それが、今は、「９対１」になっ

ています。国家試験ベースで約２割が大卒者にな

りました。この間、法令等で、国、都道府県に看

護師の確保・養成に役割を持たせたこともあり、

国公立の看護系大学が急増しています。

　こうして、25年間で、看護師の社会的な地位が

非常に高まってきたわけです。こうした看護の実

績をみていると、大学が介護福祉士養成に積極的

にかかわることが、介護福祉士の地位を高める可

能性があります。ですので、私は2003～ 2005年は、

「介護も大学化すべきである」という論調で話し

ていました。

　しかし、あるとき、１学年100万人時代の中で、

そもそも福祉医療保健系の職種は、いったい何人

育てているのだろうと考え、計算してみました。

図表４に示す通り、福祉医療保健職は、現在でも、

毎年18万人ぐらい養成校で養成しています。18万

人といっても、女性の比率が高い。男性比率が高

いのは医師くらいですが、それも国家試験ベース

で女性が35％になっています。恐らく、将来的に
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は女性が５割を超えてくる職種になるだろうと思

います。全般に女性の比率がとても高いです。看

護は９割が女性なので、この18万人のうち15万人

弱ぐらいは女性になろうかと思います。

　2000 ～ 2005年が１学年150万人時代でしたか

ら、１学年の約12％が福祉・医療系の専門職になっ

ている。女性だけみると約20％です。これが2010

年になると120万人時代で15％（女性だけみると

25％）、2030年ぐらいになると１学年が100万人で

すから、20％、実にクラスの５人に１人が福祉・

医療の資格者になる（女性だけみると30％）。

　これは、さすがに他の産業の成長を圧迫する要

因になります。しかも、介護の定員はなかなか埋

まらない状況を併せて見て、大卒ベースの介護福

祉士を中心にするのは、やはり無理があると考え

ざるをえない。それで、図表１の厚労省が作成し

た図のように、新卒以外からも様々な入口から介

護に入っていただくことを前提にせざるを得ない

と考えるようになった次第です。

　ただ、私は、今でも、介護福祉士は基本的には

大学で養成すべきであり、さらに大学院でも現場

と研究をつなげるような仕事をしてもらいたい

し、現場には博士号を持った、現場経験が豊かな

介護福祉士の方にいてもらう時代を作らなければ

いけないと思っています。このことは、最後に述

べたいと思います。社大は、比較的最近まで、介

護福祉士を養成することに熱心ではありませんで

したが、ようやく介護福祉士養成を真剣にやろう

というかたちになってきて、私自身は、ほっとし

ております。

　図表２では、人口構成に続いて、「景気の回復」

を上げています。図表５の右側の図には、介護分

野の有効求人倍率と一般の失業率を月次で示して

います。介護分野の有効求人倍率は、平成20年12

月まで上昇を続けていましたが、平成21年１月か

ら急落しています。その間、失業率も急上昇して

います。いわゆるサブプライムローン問題の顕在

化が平成19年夏、リーマンショックが平成20年９

月で、日本の鉱工業指数が平成20年10月以降急落

していますから、敏感に反応している事が分かり

ます。

　なお、ここに示していませんが、鉱工業指数の

ほうは、平成21年２月をボトムに平成22年２月ま

では急速に回復し、その後は現在までいたるまで

回復は鈍っている状態です。しかし、このような

景気回復は、失業率には反映されていますが、介

護の有効求人倍率には全く反映されていません。

つまり、今のところは、介護職員確保のための政

府の様々な対策や経営側の努力が、ある程度現れ

ていると言ってよいのではないかと思っていま

す。また、これらを通じて、介護の仕事への誤解

が解けてきているとすれば、望ましいことと思っ

ています。

　私自身、介護の仕事に従事したことはありませ

んが、他のさまざまな仕事と比較して、介護は比

較的やりがいを見いだしやすい仕事です。また、

「奥の深さ」とかやりがいのことを除いても、他

の仕事には「ノルマ」とか、介護の仕事にはあま
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り問われない辛い部分がある。介護の現場でも「介

護の仕事を『つらい、つらい』とおっしゃってい

るのは、ほかの仕事をやったことがない人じゃな

いですか」と言う方がいます。

　現在は、首都圏でも求人状況は大分落ち着いて

きています。最近も、埼玉県のある特養で「５人

の募集に200人応募があった」という話を聞きま

した。ただ、図表５の左の図をみますと、有効求

人倍率が1.3 ～ 1.4当たりというのは、平成17年度

の水準に当たります。この頃すでに、人材が集ま

らないという声を多く聞いていましたので、やは

り現在は、平成12 ～ 15年頃よりは売り手市場で

あることはまちがいないでしょう。

　今後、どの程度、介護の求人が、景気動向に影

響を受け続けるかについては、慎重に観察してい

く必要があると思っています。

　ところで、有効求人倍率という指標は、新規学

卒者を含んでいないという限界があります。この

限界を念頭に、介護分野の求人が、どの程度一般

産業の景気に影響を受けるかについて、都道府県

別のデータで分析を行ってみました。ここでは、

一般産業の景気を、求人倍率を指標で見ています。

　図表５は、平成18年度の都道府県別の常用の有

効求人倍率を、全職業と介護関連について示した

ものです。常用とは、正規雇用又は４カ月以上の

契約（季節労働除く）のフルタイムの職員です。

　基本的に、介護分野の有効求人倍率が高い都道

府県は、全産業の求人倍率も高くなっています。

また、全産業に比べて、介護分野の求人倍率が高

い傾向にあります。ただ、それでもよく見ると、

点線の○で囲っているように、ほとんど差がない、

あるいは介護のほうが、求人倍率が低い都道府県

があるのが見て取れます。

　この差が何で説明できるだろうかということに

ついて、労働市場の供給側の要因と需要側の要因

で考えてみました。

　図表６に示したように、②全職業の求人倍率が

高ければ、やはり介護求人倍率も高い。これは、

かなり強い相関です。景気がよい都道府県で、全

般に求人倍率が高いようなところでは、介護の求

人倍率も高くなるということです。

　③養成校がたくさんあれば、供給力があるかと

思いましたが、介護の給仕倍率には影響を与える

ほどではありませんでした。

　次に、すでに、④介護職員が生産年齢の占める

比率が高いと、もう供給余力がないのではないか

ということで相関をみたところ、やはり相関が得

られました。ただ、全職業求人倍率との相関も高

いですから、単に、就職先が多い都道府県では、

求人倍率が高く、生産年齢の多くが働くように

なっているということの表れかもしれません。

　次に、労働力の需要要因側からみると、介護職

員が増えているところは、人を確保・養成するこ

とが困難で、職場に様々な困難が存在し、辞める

人も多くなる、辞める人が多いので、また採用し

なければいけないという、負の連鎖が予想されま

す。それで、⑤介護職員の増加率との相関をみた

ところ、やはり、増加率が高いところは求人倍率
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が高くなっていました。

　また、⑥介護の給与が相対的な値についても、

これが低いと、求人が困難となっていました。た

だ、これも⑤の職員増加率その相関の方が高く

なっていますから、職員増加率が高いということ

が、介護の求人率を高めると同時に、平均的な給

与が低い（経験年数の浅い人の比率が高くなるた

め）ことをもたらしているのかもしれません。

　以上のように各変数間で相関関係があるようで

すから、①介護関連職種有効求人倍率を従属変数

として、重回帰分析を行いました。その結果を図

表７の右側の図に示していますが、②全職業求人

倍率 と⑤介護職員増加率 のみが、相関が認めら

れました。つまり、④生産年齢中の介護職員の多

寡や、⑥給与の高低は、求人倍率とはあまり相関

がないという結果になりました。

　図表７の左側をみると、三大都市圏が介護職員

の増加が大きく、求人倍率が高くなっています。

職員増加率が高ければ、求人倍率が高くなるのは

ある意味当然ですが、私自身は、先ほど述べたよ

うに、職員増、サービス増に追い付いていない人

材確保・養成が、さらに求人状況を困難にしてい

るという見方もできると思っています。

　さて、給与の高低が、求人を困難にしているわ

けではないというのを、このデータだけで言いき

るのは無理があるでしょう。ただ、給与の問題だ

けではない、ということを考えるヒントになると

思います。

　さらに、介護職員の給与の問題が、不適切なデー

タをもとに、過度に低いように語られている事も

指摘しておく必要があります。

　図表８は、マスコミ等でも何度かとりあげられ

た図です。特に男性を見ますと、若いうちは、そ

んなに差がありませんが、30代、40代になると

200万円、300万円と年収に差が出ています。マス

コミがこうしたデータを見せれば、ご両親や高校

の教員が大反対するのは無理もありません。

　これをそのままうのみにする前に、今度は女性

のほうを見ますと、なぜか女性の方は、そこまで

の差はない。しかし、性による給与格差は禁止さ

れているにもかかわらず、男女でここまで年齢別

給与に差があるのはなぜでしょうか。おそらく、

これは単純な理由でしょう。日本では、育児で仕

事を中断することが、残念ながら、女性にのみ多

く起こります。結果として、男性は、女性に比較

して、仕事を継続する確率が高くなる。そうする

と、日本の場合、まだまだ年功序列的な賃金です

から、男性は年齢が上がると給与が高くなるとい

うことでしょう。

　ここからもう一度、介護職員の給与が低い理由

をみてみましょう。この図にあるような、40代・

50代の介護員の中で、20代のときから就職してい

て、20年、30年勤務し続けている人はどれぐらい

いるだろうかということです。一般産業では40歳

代、50歳代で転職する例は今でもそう多いとはい

えませんが、介護職員の場合、珍しくありません。

従って、年功序列制度の日本を前提にすると、単

に年齢別給与をみても、正確なことが分からない
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ことになります。

　図表９に、経験年数と年齢を勘案した比較を行

いました。これをみると、介護職の給与と産業計

との差は、年収ベースで最大50万円程度に縮まる

ことが分かります。なお、男性の～ 39歳（経験

15年以上）という部分の差が、年収100万円以上

開いていますが、これは介護職員の勤務の特性と

データの制約によるものと考えられます。介護職

員では経験年数15年を超えるという人が少ないの

に対して、産業計はめずらしくありません。その

結果、経験15年以上の人を集めると、産業計の平

均経験年数が介護職員より高くなり、年収差が開

いて当然ということになります。

　もう一つ、留意していただきたいのは、統計上、

「施設介護員には副施設長とか施設長とか生活相

談員は含まない」と定義されている事です。一般

に、介護職員の中で、一定程度勤務を継続し、管

理能力等が認められれば、生活相談員、副施設長、

施設長のキャリアを歩む人がいます。このキャリ

アは、明らかに、年収ベースは高い。ところが、

こういうキャリアを歩んでいる人は、統計上、「施

設介護員」には含まれないということです。

　看護師であれば、副院長になっても「あなたの

仕事は何ですか」と聞かれると、「看護師」と答

えると思います。ところが、副施設長あるいは施

設長になった介護職員に、「あなたの仕事は何で

すか」と聞くと、「介護職」とは答えないで「副

施設長、施設長です」と答えるという違いがあり

ます。

　何が言いたいかというと、15年以上経験した30

代後半の方であれば、相談員や管理職のキャリア

を進んでいる方も少なくない。しかし、その方は、

この統計から除かれているということですから、

本当であれば、この差はもう少し縮まるというこ

とです。

　次に、この「産業計」の値ですが、果たして、「施

設介護員」と比較に足りうるのだろうかという視

点も必要です。産業計は、民間事業者全てを含み、

従業員数にすると大企業が占める割合が高くなっ

ています。さらに、大企業の中には、規制で守ら

れてきた、金融機関、テレビ局、航空会社の職員

や、私立校の教員も多く入っています。こういっ

た仕事は、規制・制度改革が行われるに従って、

今後、給料がどんどん平準化していく可能性があ

ります。例えば、金融機関や航空会社の従業者の

給与が、平準化していることはよく知られていま

す。

　このことを考えると、産業計と比較するだけで

なく、もう少し別の見方も必要になってくるで

しょう。そこで、産業ではなく、職種による比較

を行ってみました。

　まず女性について、経験・年齢別に看護師、臨

床検査技師、OT、PTと比較すると、施設介護員

は、年収ベースで50 ～ 100万円低い。看護師が35

～ 39歳（経験15年以上）で年収約480万円である

のに対して、施設介護員は約420万円です。一方、

施設介護員とほぼ同水準の職種は、幼稚園教諭、

保育士、栄養士、准看護士、百貨店員といったと

ころです。次いで、施設介護員より年収ベースで

50 ～ 100万円安いのが、百貨店以外の店員、スー

パー店チェッカー、理美容師、調理師、パン・洋

生菓子製造工といったところです。

　男性についてもほぼ同様の傾向ですが、自動車

外交販売員やプログラマーといった職業と比較す

ると、看護師、OT、PTと同水準で、やはり施設

介護員よりは高い水準です。

　先ほど、話に出てきた白石さんが、先日、担当

の美容師さんに、「仕事、何をやっているんですか」

と聞かれて、「大学院生ですが、介護の仕事をやっ
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ています」と言うと、「介護の仕事っていうのは

給料が低くて大変らしいですね」と言われたと、

ちょっとがっかりしておられました。しかし、実

は、理美容師というのは、介護の仕事より給与面

でみると低いのです。

　介護の仕事より給料が明らかに高いのは、正

看護師、OT・PT、もう一つが臨床検査技師です。

これらは、国家資格がないとできない仕事であり、

国家資格を取るのに３年以上必要な仕事です。こ

れらと、資格が不要な介護の仕事の給料を一緒に

するまで引き上げようというのは、明らかに行き

過ぎではないでしょうか。統計には介護福祉士の

データがないのですが、かりに介護福祉士が並ん

でいたとしても、教育期間が違いますから、やは

り、正看護師やOT・PT、臨床検査技師と同じ給

与水準にすべきとまでは、言えないと思います。

　ただ、政策的に成長産業とするなら、もっとや

りがいを持って仕事をしてもらうためには給料を

きちんと支払うことも必要です。現在の介護の仕

事は、配偶者や子どもをやしなう事を前提にして

いる人にとっては、生涯仕事を続けていくには、

安いのかもしれません。

　その際に、働く人にとって給料というものがな

んであるかも、踏まえるべきです。良い、悪いは

ともかく、男性の場合は、妻や子どもを養うとい

う感覚を持っている人が多いようです。したがっ

て、給与水準というものが、仕事を選ぶうえで、

重要なファクタになる。逆に女性の場合は、家計

補助的な労働であり、家族を扶養しておられるよ

うな場合を除けば、給与が仕事のやりがいより、

優先されることは少ないと思います。

　これまでの年功序列型社会は、男性優位社会で

もあり、男性＝家計扶養的働き方で、女性＝家計

補助的な働き方を前提としていました。同一労働

同一賃金は成立しておらず、介護の現場でもパー

トタイム職員は時給換算で正規職員の半額で同じ

仕事を強いられています。そこには、「家庭を顧

みないで男性並みに生涯働く正規職員」と「短期

的に、家計補助的に働くパート職員」の区別が存

在してきました。

　介護は女性比率が高い職場ではあります。しか

し、男性職員は一定程度雇用され、男性の比率は

看護師と比較しても高い。この結果家計補助的な

働き方の女性従業員には、ほどほどの水準だけ

ど、家計扶養的な働き方の男性従業員にとっては

低い、ということが起こっているのかもしれませ

ん。結果として、介護の職場は、男性にとって明

らかに給料が低く見えてしまう。これは何とかし

なければいけない。しかし、そこには社会の側の

問題が存在しているわけです。雇う側は「男性は

家族を養っているから早く偉くしてやらないとい

けない」という発想を持ちがちのようですが、そ

れで片付く問題ではないと思うのです。

　さらに別の観点で重要なのは、特に若い方に

とって、「給料が安い職場だ」と言われることは、

「その仕事は価値のない仕事だ」と言われている

と受け止めがちです。つまり、給与は、ハーズバー

グのいう意味で、衛生要因だけではなく、動機づ

け要因の側面もあるのです。

　図表10は全国経営協（全国社会福祉施設経営者

協議会）が、「福祉の仕事は給料が安い」と言う

報道がある中で、「どう考えても、自分の地元の

他の仕事と比べて、給料が安いと思えない」とい

う疑問を持ち、改めて、会員の社会福祉法人対象

に調査を行ったものです。この図表は、中小企業

と比較しています。ほとんどの社会福祉法人が、

中小企業の規模であるという前提からです。

　図表10では、金融・保険業を除くと、社会福祉

法人に勤めている人が明らかに給料は高くなって
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います。金融・保険業の中小企業とは、信金（信

用金庫）とか、信用組合などのタイプだと思いま

す。

　この結果は、全国経営協の仮説を裏付けるもの

です。確かに、特に、地方に行けば、社会福祉法

人あるいは福祉の仕事は、給料は決して安くない

わけです。

　「社会的に魅力を増すために、成長産業とする

ために、給料を制度として上げていこう」という

考え方は、私は賛成です。特に、資格を持った、

専門性を持った人を確立していって、その給料を

上げることは賛成です。ただ、「誰にでもなれる

介護職」についていえば、今の給与水準は決して

安くありません。ここまでを高くしていこうとす

れば、「理美容師は今のままで良いか、調理師は

このままで良いか」という議論になりますし、経

済を歪ますことにもなりかねないと思っていま

す。

　さて、次に、離職率の問題を見てみたいと思い

ます。

　図表11は、離職率の部分布をグラフにしたもの

です。どのグラフもＵ字形になっています。すな

わち、「介護の離職率の平均は20％で高い」と言

われますが、平均値を見ていても全く意味がない

ことが分かります。

　10％未満の離職率の事業所の頻度が高く、ある

意味「当然」の水準です。ここより高いところは、

経営側になんらかの問題がるといっても過言では

ないと思います。つまり、離職率の問題は、介護

業界全体の問題としてみるのではなく、一部に偏

在する「問題のある経営」として考えるべきと考

えています。

　図表12の左側の図では、事業所開設の歴史が浅

いところで離職率が非常に高くなる傾向が示され

ています。できて３年未満というところですと、

離職率は30％、40％あるいは50％となっています。

ある程度事業所が安定していないと、離職率も高

いといってよいでしょう。

　右側の図では、職員が増加しているサービスが、

離職率が高くなっています。特に特定施設では離

職率が平均40％になっています。やはり、サービ

スを急増させるということは、職員にとって辛い

状況のようです。民間企業の有料老人ホームの中

には、サービスの質にかなり劣るものが多くあり

ます。むしろ、優れた介護サービスにお目にかかっ

たことが少ないですが、このことが、離職率にも

現れているのではないかと思います。

　ところで、介護の離職問題は、マクロ的な問題

と共に、個々の事業者を俎上に上げるべきミクロ

的な問題も重要と私は捉えています。例えば給与

水準を改善するといったマクロ的な政策は非常に

重要だとは思っていますが、しかし、「まともな

経営者」と「まともでない経営者」がいるという

見方をして対策をたてないと、ざるに水を注ぐよ

うな対策になる可能性があります。

　こういう観点から、次に、図表２の「人間関係・

情緒面の問題」という点に話を進めます。

　私がこの大学に来た当時の専門職大学院は、授
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業は全て昼間にやっていました。結果として、多

数は仕事を辞めてくる方々でした。仕事を辞めて

きた方々と付き合うと、専門職として非常に苦し

い思いをして、傷ついて辞めてきたんだなあと思

われる方が多かったです。

　そこで専門職大学院の教員の矢部（正治）さん

と一緒に、白石さんに事務局になってもらって、

離職に関する事例検討会というのをはじめまし

た。今年で4年目になりますが、これまで14ケー

スほど議論・分析してきました。

　そこで得られたことを、私なりにまとめたのが、

図表13です。

　まず、専門職として真剣で、仕事にやりがいを

感じているような、すなわち、キャリアコミット

メントが強い職員ほど、自分が目指すこと、やり

たいことを十分やれず、中途半端な形で、辛くなっ

てやめていくという構図があるのではないかとい

うことです。「燃えかす症候群」と言う言葉があ

るようです。「燃え尽き症候群」は、燃え尽きる

までやりつくした後の状態像を指すのに対して、

燃えきれないで辞めていく様子を指しているよう

ですが、まさに、この言葉が当てはまるようなや

め方です。

　この要因を、大きく「専門性」に関わる問題と

組織の側の問題と分けて考えてみました。本人の

側の問題は、奥川（幸子）さんがよく言っている

「場のポジショニング」という問題です。これは、

経営側からみると、プロセスグリップ型の経営だ

けでなく、タレントグリップ型の経営、すなわち

プロフェッショナルを集めて働かせる経営ができ

ているかという点も問われていると思います。

　日本では、専門職をうまく使って働かせるマネ

ジメントは、一般的でないかもしれません。医師

は、長く、病院に就職しないで医局に就職すると

いう存在でしたし、弁護士は、基本的に個人開業

がベースでした。しかし、海外では、医師も大き

な病院に所属しないと、弁護士も大規模なロー

ファームに所属しないと、いい仕事はできないと

いう時代で、日本でも、コンサルタント会社等で

はその傾向になってきています。タレントをグ

リップする一番の問題は、専門職をその気にさせ

て働いてもらえていないと、どこにいっても働け

る（と思っている）ので引き抜かれたりなどして、

すぐやめてしまうわけです。タレントグリップ型

の経営でどういうマネジメントが必要かについて

は、フィリップ・コトラーやデヴィッド・マイス

ターといった経営学者が注目していますが、こう

した経営のあり方は、日本では、一般企業でもい

まだ十分認識されていません。

　２番目は、現在、私が現在最も注目しているこ

とです。介護サービスの技術が深まってきている

ようでいて、実は、いわゆる「介護技術の標準」

が未成熟ではないか。そして、それが職場内の対

立になって表れることが多いのではないかという

ことです。まず、「介護のあるべき姿」というこ

とと、「働く側の都合」「楽さ」というのは、往々

にして対立します。この際、どこまで「あるべき

姿」にこだわれるか、あるいは、できないことを

なんとかやろうとするかが、「専門性」だと言っ

てもよいでしょう。しかし、この「あるべき姿」が、

人によって違うとか、教えられている事も揺らい

でいるということだとすれば、どうでしょうか。

　事例検討を通じて、私が感じたことは、「専門

職として達成しようとしている事が、『ずれてい

る』場合がある」あるいは「そもそもどうすべき

かが、不明確である・決まっていない」という現

状です。

　図表13のＢ）については、組織としての問題を

書いています。「非条件適合型リーダーシップ」
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というのは、リーダーシップ論における「条件適

合的リーダーシップ」が行われていない、という

意味です。福祉・介護の現場の上司の方は、ひた

すら話を聞いてくれるということをよく聞きます

が、これは、福祉職場の特徴ではないかと思って

います。「受容」ということを学校でしっかり教

えていることの「副作用」のように感じるからで

す。真の意味での「受容」は、そういうことは起

こらないのでしょうが、「単に黙ってうなずいて

いればよい」といったレベルの上司が多いのでは

ないでしょうか。しかし、リーダーシップにおい

て、こうした委任型リーダーシップが適切なのは、

限られた状況のみ、つまり、部下が成熟していて

やる気が高い時だけです。部下が未成熟な時には、

具体的な助言や支援が重要です。事例検討会で議

論する限り、部下を持つ、責任を持つレベルになっ

た際に、上からの具体的な支援が極めて薄く、「任

せる」といえば良いようですが、要するに「放置」

というケースが多い。これが、２に書いてある、

自分自身のモチベーション、リーダーシップスタ

イル、キャリアに対する洞察をきちんと考えてい

ないこと、考えさせていないことと、関係してい

るようです。

　「動機づけられている職員ほど辛くなる現象」

については、事例検討会で浮かび上がったことで

すが、これを、白石さんが、修士論文で見事にデー

タをもとに示してくれました。図表14に示されて

いる結果を一言で言うと、「介護という仕事自体

に動機付けられていて、振り返る実践を重視して

いる職員が、みんなが好き勝手をやっている職場

にいると、辞めたくなる」ということです。これ

は、さきほど言及した「燃えかす症候群」ですね。

われわれの事例検討会からの質的に明確になった

ことが、全国の特養のデータで量的実証的に明確

にされているということです。

　先ほど申し上げましたように、私は、最近、介

護の職場における情緒的な問題の背景には「専門

性」の問題がある、と考えるように至っています。

それでは、「専門性」とは何か、最後に、この点

について、別の観点からまとめてみようと思いま

す。

　ヘンリー・ミンツバーグという経営学者がいま

す。日本ではピーター・ドラッカーほど知られて

いませんが、コンサルタントにはドラッカー以上

に人気があると言われています。このミンツバー

グは、マネジメントには、サイエンス、アート、

クラフトの三つから構成されると言っています

（図表16）。サイエンスは、論理性、再現性である。

科学的な事実に基づき、演繹的であり、計画を立

て、投入・計測というかたちでシステマティック

に分析する。アートは、イマジネーションで創造

的な洞察力が必要で、斬新さとか、帰納性とか、

ビジョンを展開することです。悪く言うと、思い

付きです。クラフトは、現場での経験、役立つこ

とが何よりも重要で、反復的な意思決定で、とに

かく何かをやってみようともの。「匠」という日

本語が当たると思います。

　この考え方は、マネジメント以外の専門性、も
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ちろん、介護についても使えると思っています。

例えば、介護という専門性が、サイエンス、アー

ト、クラフトの３つからどのように構成されてい

るかを考えてみるとどうでしょうか。

　図表16は、ミンツバーグの定義をもとに、私な

りに「専門性」理解のために作成した図です。

　上の図は、アート、サイエンス、クラフトがど

のように得られるかを、「実践を離れた教育」と「実

践の場の習熟」の２つの場面から整理したもので

す。いわゆる教育の現場で教えることできるのは、

サイエンスが中心です。しかし、これが実践の場

を通じたサイエンスの習得とつながれば、実践の

場のクラフトやアートとつながっていくと考えて

います。専門職大学院というところで教えている

と、常にこの関係を意識しないといけないと思っ

ています。

　次に下の図ですが、これは、アート、サイエン

ス、クラフトの３つの要素から、専門職を整理し

たものです。アートは、どんな専門職でも、ある

一定以上必要とされますが、ここでは資格の相違

はあまり生まれないように考えます。むしろ、サ

イエンスが重視されるか、それともクラフトが重

視されるかによって、資格としてのあり方の差が

生まれているのではないでしょうか。

　サイエンスにベースを置く専門職は、長期の教

育課程が決定的な意味を持ち、現場での経験やセ

ンスは重要ですが、日進月歩する技術へのフォ

ローアップも重要であり、実践と結び付いた専門

教育・研究機関の存在が欠かせないことになりま

す。医師、歯科医師、薬剤師、看護師がこれに当

たります。

　クラフトを重視する資格では、教育は決定的な

意味を持たず、鍛錬とセンスが重要で、技術の進

歩はあるが、実践と結び付いた専門研究機関は求

められていないような専門職です。理美容師、調

理師がこれに当たると思います。調理師は、古い

課程の介護福祉士と一緒で、経験さえあれば試験

で取れる、あるいは、学校に入りさえすれば、国

家試験が取れるものでした。理美容師は、名称独

占ではなくて業務独占ですが、理美容師も調理師

も、その資格を取れる大学は基本的に存在してい

ません。

　さて、介護福祉士はどちらでしょうか。現状の

資格は、理美容師や調理師に近いのではないで

しょうか。現に、現場の方々の中にも、介護の現

場でさまざまな面白い発想や取り組みをしている

方々は、「自分たちは職人だ」「介護は学校で学ぶ

ものではない」と言っておられる方々がいます。

　しかし、私は、介護福祉士も、サイエンスを厚

くしていくべきだと考えています。もっと介護と

いう営みに再現性や論理性を持たせるべきである

し、それがないところに、｢良いケア｣への取り組

みをしようとすることで、現場は混乱し、疲弊し

ていく可能性があるのではないでしょうか。

　サイエンスという面において、私が現場で見聞

きする限り、社会福祉士より介護福祉士のほうが、

展望があると思っています。そして、サイエンス

をしっかり厚くしていくことによって、介護の専

門性を再構築していけるのではないかと考えてい

ます。そのときは、恐らく、「介護福祉士は大学

教育をベースにしていないとだめだ」ということ

になっていくだろうし、また、そうしてなってい

くことは、私の専門の介護経営の立場からも望ま

しいことと考えています。

　今やっている仕事の関係上、さまざまな介護福

祉士や訪問介護員２級等の教科書を比較していま

すが、一部ではばらばらなことが書かれています。

そして、根拠が書かれていない場合が多く、根拠

の重要性も十分書かれていません。これでは、サ
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イエンスからほど遠いのではないでしょうか。

　専門性の高い介護福祉士は、体系的で根拠に基

づいた教育を受け、基礎的な医療行為、リハビリ、

認知症のケアがきちんとできて、なおかつ、資格

を持たない方々に、きちんとスーパーバイズして

いくことが求められます。というのも、人口構成

を考える中で、専門性の高い介護福祉士だけで介

護の現場が担えるとは極めて困難だからです。

　私が今申し上げたことは、私の頭の中で考えて

いる事も多いので、これが正しいか正しくないか

自信がない部分もあります。皆さん方の中には、

賛成できないと思う人もいるかもしれません。

　ただ、いずれにせよ、単に介護職員の処遇をあ

げるだけではなく、サービスの質をあげる、専門

性を高める、ということと一体で行わなくてはな

らない、これは間違いないことだと思います。そ

うなると、専門性とは何か、サービスの質とは何

かということもきちんと考え、議論して、足りな

いものは積み上げていくことをしていかないとい

けないと思っています。

　以上で私の発表を終わります。ご清聴どうもあ

りがとうございました。

平野　藤井先生、どうもありがとうございました。

多文化ソーシャルワーク

―散住地域における外国籍等児童の現状と支援に関する研究―

山　口　幸　夫　

平野：お手元の本日のプログラムの26ページ目

に、これから話していただきます「多文化ソーシャ

ルワーク」のレジュメが入っています。では、山

口先生、よろしくお願いします。

山口：こんにちは。社会事業大学のアジア福祉創

造センターの特任准教授をしている山口です。今

日は、「多文化ソーシャルワーク」という題で話

します。

　私のもともとのバックグラウンドは建築工学

で、文化財や町並みを生かした町作りを、特に国

際ソーシャルワーク、国際開発でしていました。

それで、ずっと海外での国際協力をやっていまし

た。

　５、６年前に、日本で中国やあるいはアジアの

社会福祉の共同研究をしようということで、海外

から戻り、名古屋にある日本福祉大学のCOEの主

任研究員をしていたときに、国内で児童自立支援

施設や、いろいろなところに行って、愕然としま

した。

　日本人の中学三年生なのに、識字能力はほとん

ど小学校三年生ぐらいで、携帯電話を持たない

と、普通に仮名漢字交じりの文章ができない。児

童自立支援施設、昔で言う教護院に来ている非常

に多くの触法少年が外国につながる子どもたちで

した。両親あるいはどちらかが外国の方の子ども

たちが多く施設に来ていて、いろいろな問題を抱

えていました。それで、これは大変なことになっ

ていると思いました。私は、東南アジアや中国で

ずっと国際社会開発をやって行こう思っていまし

たが、国内での地域の国際協力、社会開発も考え

ていかなければいけないと思いました。

　さらに、日本の中にマイノリティーは別に外国

人の方だけではなくて、障害者、性的少数者や先

住民族の方など、いろいろな方がいます。しかし、

基本的に日本の社会制度は日本人の多数派、健常

者を中心にやっていく考え方が強くて、いろいろ

な多文化的背景を持った方、移住者の方の権利擁

護や、マイノリティーのニーズに応じた社会サー

ビスが弱いのではないかと思います。

　こういった中で、日本にはアイヌの方が先住民


